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習志野市選挙管理委員会議事録 

 

平成29年度習志野市選挙管理委員会（第3回臨時会）は、平成29年10月10日（火） 

市庁舎２階会議室１で開催した。 

１．開催時刻午前 9時 00分より 

１．委員の出欠席４名中４名出席 欠席０名 

委員氏名（網かけは欠席委員） 

委 員 長 金子 光雄 

職務代理 田畑 富三夫 

委   員  中野 隆 

染谷 雅美 

１．議事録署名委員 中野 隆 

１．議案審議結果 

上程 14件 承認 14件 不承認 0件 審議未了 0件 

１．閉会時間 午前 10時 32分 

１．付議事項 

・議案第 35号 投票記載所の氏名等掲示順序を定めるくじを行う日時及び場所の決

定について 

・議案第 36号 投票所の決定について 

・議案第 37号 投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

・議案第 38号 開票の場所及び日時の決定について 

・議案第 39号 開票管理者及びその職務代理者の選任について 
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・議案第 40号 開票立会人を定めるくじを行うべき場所及び日時の決定について 

（小選挙区） 

・議案第 41号 開票立会人を定めるくじを行うべき場所及び日時の決定について 

（比例代表） 

・議案第 42号 委員長の職務場所について 

・議案第 43号 期日前投票所を開く時間を繰り下げる及び閉じる時間を繰り上げるこ

とについて 

・議案第 44号 在外選挙における期日前投票所の指定について 

・議案第 45号 選挙人名簿から抹消すべき者及び抹消する日を定めることについて 

・議案第 46号 最高裁判所裁判官国民審査に付される裁判官の氏名等掲示場所に

ついて 

・議案第 47号 最高裁判所裁判官国民審査の開票の日時について 

・議案第 48号 投票記載所の氏名等の掲示順序の決定について 

発   言   要   旨 

【金子委員長】 

ただいまより、第 3回臨時会を開会いたします。 

 会議録署名委員は、選挙管理委員会規程第１０条の規定により 

中野委員を指名いたします。 

 本日の議案は投票記載所の氏名等掲示順序を定めるくじを行う日時及び場所の決

定について他 13件について審議をしたいと思います。 

それでは、 

議案第 35号 投票記載所の氏名等掲示順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定

について 

事務局より説明をお願いします。 
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【事務局】 

議案第 35号 投票記載所の氏名等掲示順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定

について 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第 36号 投票所の決定について 

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

議案第 36号 投票所の決定について 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 
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（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第 37号 投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

議案第 37号 投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第 38号 開票の場所及び日時の決定について 

事務局より説明をお願いします。 
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【事務局】 

議案第 38号 開票の場所及び日時の決定について 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第 39号 開票管理者及びその職務代理者の選任について 

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

議案第 39号 開票管理者及びその職務代理者の選任について 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 
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（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第40号 開票立会人を定めるくじを行うべき場所及び日時の決定について

（小選挙区） 

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

議案第 40号  開票立会人を定めるくじを行うべき場所及び日時の決定について 

（小選挙区） 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第 41号 開票立会人を定めるくじを行うべき場所及び日時の決定について

（比例代表） 

事務局より説明をお願いします。 
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【事務局】 

議案第 41号 開票立会人を定めるくじを行うべき場所及び日時の決定について  

（比例代表） 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第 42号 委員長の執務場所について 

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

議案第 42号 委員長の執務場所について 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 

（なしと言う声あり） 
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質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第 43号 期日前投票所を開く時間を繰り下げる及び閉じる時間を繰り上げ

ることについて 

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

議案第 43号 期日前投票所を開く時間を繰り下げる及び閉じる時間を繰り上げること

について 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第 44号 在外選挙における期日前投票所の指定について 

事務局より説明をお願いします。 
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【事務局】 

議案第 44号 在外選挙における期日前投票所の指定について 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第 45号 選挙人名簿から抹消すべき者及び抹消する日を定めることにつ

いて 

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

議案第 45号 選挙人名簿から抹消すべき者及び抹消する日を定めることについて 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 
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（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第 46号 最高裁判所裁判官国民審査において審査に付される裁判官の

氏名等掲示場所について 

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

議案第 46号 最高裁判所裁判官国民審査において審査に付される裁判官の氏名等

掲示場所について 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第 47号 最高裁判所裁判官国民審査の開票の日時について 
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事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

議案第 47号 最高裁判所裁判官国民審査の開票の日時について 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第 48号 投票記載所の氏名等の掲示順序の決定について 

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

議案第 48号 投票記載所の氏名等の掲示順序の決定について 

事務局長より、議案について説明。 

 

【委員長】 

ただいまの説明等について、質疑ありませんか。 
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（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

ないようですので原案のとおり決定します。 

 

その他報告事項等があれば事務局よりお願いします。 

 

【事務局】 

 特になし 

 

【委員長】 

その他、質疑ありませんか。 

（なしと言う声あり） 

質疑なしと認めます。 

以上で第 3回臨時会を閉会いたします。 

 


